
富山県の医師養成に関する制度について 

 

１ 特別枠について 

・国の緊急医師確保対策等によって臨時的に認められた富山大学医学部医学科及び金沢大学医薬

保健学域医学類の入学定員の増員分に係る入学定員枠。（富山大学特別枠定員：平成 21 年５名、

平成 22年～10名／年。金沢大学特別枠定員：平成 22年～２名／年）平成 30年度入学生からは県

内高校出身に限定。 

・推薦入試…センター試験＋課題作文＋面接（一般の二次試験はない。） 

・修学資金を必ず貸与 

貸与総額…約 1,100万円 

返還免除条件 ９年間 県内公的病院等で特定診療科（※）で診療に従事 

  ※ 特定診療科…小児科、外科、産科、麻酔科、救急科、総合診療科 

 

２ 地域枠について 

・富山大学医学部医学科の入学選抜における県内高校出身者で高校推薦のある者を対象とした入

学定員枠。なお、平成 30年度入学生からは、卒業後に富山大学附属病院で、３年間（２年間の

初期臨床研修を含む）臨床医として従事することを確約することが出願資格となっている。地

域枠定員は平成 19年度入学（８名）から導入され、平成 22年度から 15名／年。 

・推薦入試…センター試験＋小論文＋面接（一般の二次試験はない。） 

 

３ その他の医学生修学資金制度について 

  特別枠以外の医学生に対しては次の修学資金制度がある。 

 ⑴ 前期コース（１～４学年） 

① 貸与額      月額 40,000円(入学月に限り 300,000円加算) 

② 返還免除条件 貸与期間の２倍に相当する期間 

県内公的病院等で診療に従事 

 ⑵ 後期コース（５～６学年） 

①  貸与額       月額 70,000円 

② 返還免除条件 貸与期間の 1.5倍に相当する期間 

           県内公的病院で特定診療科で診療に従事 

 

４ 自治医科大学について 

 ・自治医科大学…へき地等における医療の確保を目的として、昭和 47年に各都道府県の出資によ

り設立された私立大学 

 ・大学が修学資金を必ず貸与 

 ① 貸与額    総額 2,300万円 

② 返還免除条件 貸与期間の 1.5 倍、原則９年間、県職員として県内公立病院、へき地診

療所等勤務 

 

＜参考＞ 特別枠で臨床研修終了後の医師の診療科選択状況 

診療科 構成割合 ＜参考＞人数 

産科 11.1％ 3 

小児科 11.1％ 3 

救急科 14.8％ 4 

総合診療 14.8％ 4 

麻酔科 40.7％ 11 

外科 7.4％ 2 

                    計 27名 
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